
－ 1 －

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
故
の
届
出
）

（
事
故
の
届
出
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
届
出
は
、

第
四
十
一
条

法
第
五
十
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
届
出
は
、

そ
の
数
量
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
の
剤
型
の
種
類
ご
と
に
そ
れ

そ
の
数
量
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
向
精
神
薬
の
剤
型
の
種
類
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
の
向
精
神
薬
に
つ
き
事
故
が
生
じ
た
場

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
の
向
精
神
薬
に
つ
き
事
故
が
生
じ
た
場

合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

末
、
散
剤
、
顆
粒
剤

百
グ
ラ
ム
又
は
百
包

末
、
散
剤
、
顆
粒
剤

百
グ
ラ
ム
又
は
百
包

錠
剤
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
坐
剤

百
二
十
個

錠
剤
、
カ
プ
セ
ル
剤
、
坐
剤

百
二
十
個

注
射
剤

十
ア
ン
プ
ル
又
は
十
バ
イ
ア
ル

注
射
剤

十
ア
ン
プ
ル
又
は
十
バ
イ
ア
ル

内
用
液
剤

十
容
器

内
用
液
剤

十
容
器

経
皮
吸
収
型
製
剤

十
枚

（
新
設
）

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）


